
申 立 書 

 

◎育休復帰を延長している場合 

入所が決定したら、育休期間を早めて復帰します。 

入所決定後、変更後の就労証明書を再提出します。 

提出できない場合は、入所取消しになっても異議ありません。 

 

◎就労証明書の育休期間が入所可能な育休期間よりも長い場合 

（例）5月入所が決定したら、6月 13日までに育休期間を早めて復帰します。 

入所決定後、4月中には変更後の就労証明書を再提出します。 

提出できない場合は、入所取消しになっても異議ありません。 

 

◎申込み児童以外のきょうだいが、どこにも就園していない場合 

（例 1）：（就園していない子どものなまえ）は、職場の託児所に通います。 

（例 2）：（就園していない子どものなまえ）は、祖父母に見てもらいます。   等 

※在園児又は入所申請児童以外で未就園児がおられる場合は提出が必要な場合が 

あります。保育・幼稚園課までお問い合わせください。 

◎現在、住所は西条市にないが、転入予定のため入所申込する場合 

例）現在〇〇市△△に住んでいますが、４月入所が決定したら令和 6年 3月 31日まで 

には西条市▲▲（住所がわかれば番地まで）に転入の手続きをします。 

転入手続きができなかった場合は、入所取消しになっても異議ありません。 

 

上記のとおり申し立てます。 

令和   年   月   日 

住  所 西条市             

 

申立人               ㊞ 

 

施設名 

児童名 

記入例 

入所月の前月末

尾 

入所申請中のお子さんは 
第一希望の施設名を 
ご記入ください 

 


